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(57)【要約】
　パーソナル・クラウド・コンピューティング（PCC）
に関する方法及びシステムが本文献で開示される。実施
形態において、方法は、PCCクライアント・デバイスに
よって、PCCサーバからメッセージを受信するステップ
を含んでよい。そのメッセージは、他のPCCクライアン
ト・デバイスにおいて実行しているアプリケーションの
セッションをその他のクライアント・デバイスから移行
させるための情報を含んでよい。応答として、アプリケ
ーションがそのクライアント・デバイスによって起動さ
れ、そのセッションを、そのメッセージに含まれた情報
を使用してそのクライアント・デバイスへ移行させてよ
い。実施形態において、PCCサーバは、PCCクライアント
・デバイスから、そのクライアント・デバイスにおいて
実行しているアプリケーションのセッションをそのクラ
イアント・デバイスから移行させるためのリクエストを
受信し；応答として、他のPCCクライアント・デバイス
へメッセージを送信するように構成されてよく、その他
のクライアント・デバイスは、その他のクライアント・
デバイスへとセッションを移行させるために、その他の
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナル・クラウド・コンピューティングに対する方法であり：
　パーソナル・コンピューティング・クラウドのクライアント・デバイスによって、該パ
ーソナル・コンピューティング・クラウドに関連するサーバからメッセージを受信する段
階であり、該メッセージは、該パーソナル・コンピューティング・クラウドの他のクライ
アント・デバイスにおいて実行しているアプリケーションのセッションを、該他のクライ
アント・デバイスから移行させるための情報を含む、段階；及び
　前記クライアント・デバイスによってアプリケーションを起動し、前記メッセージに含
まれた情報を使用して前記クライアント・デバイスに前記セッションを移行させる段階；
　を含む、方法。
【請求項２】
　請求項1に記載の方法であり、メッセージを受信する段階は、前記クライアント・デバ
イスによって、前記サーバからメッセージを受信する段階を含み、該メッセージは、前記
他のクライアント・デバイスのアプリケーションのメタデータ、前記他のクライアント・
デバイスのアプリケーションによってサポートされるアクション、前記他のクライアント
・デバイスのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマット、前記他の
クライアント・デバイスアプリケーションによって使用されるリソースを識別するロケー
タ、又は特定の状態にある前記クライアント・デバイスにおけるセッションの再開始を可
能にするための1つ以上のパラメータ値を含む、方法。
【請求項３】
　アプリケーションを起動する段階は、前記クライアント・デバイスによって、前記他の
クライアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるアクション、又は前
記他のクライアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォ
ーマットをサポートするアプリケーションを起動する段階を含む、請求項2に記載の方法
。
【請求項４】
　前記クライアント・デバイスによって、前記他のクライアント・デバイスのアプリケー
ションによってサポートされるアクション、又は前記他のクライアント・デバイスのアプ
リケーションによってサポートされるデータ・フォーマットをサポートするアプリケーシ
ョンを決定する段階をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記クライアント・デバイスによって、該クライアント・デバイスのアプリケーション
を前記サーバに登録する段階をさらに含み、該アプリケーションは、登録される該アプリ
ケーションのメタデータ、登録される該アプリケーションによってサポートされるアクシ
ョン、又は登録される該アプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマット
を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記クライアント・デバイスによって、前記クライアント・デバイスを前記サーバに登
録する段階をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記クライアント・デバイスによって前記サーバから、前記パーソナル・コンピューテ
ィング・クラウドの他のクライアント・デバイスのアプリケーションの状態を受け取る段
階；及び
　前記クライアント・デバイスによって前記状態を表示する段階；
　をさらに含む、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　パーソナル・クラウド・コンピューティングに対するクライアント装置であり：
　該クライアント装置をネットワークに結合させるように構成されたネットワーク・イン
ターフェース；
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　該ネットワーク・インターフェースに結合され、インストラクションを実行するように
構成されたプロセッサ；及び
　該プロセッサに結合された記憶媒体であり、前記クライアント装置をプログラムするよ
うに構成された複数のプログラム・インストラクションを記憶しており、該プログラム・
インストラクションの実行に応答して前記装置の機能を有効にし、パーソナル・コンピュ
ーティング・クラウドのクライアント・デバイスとして作動し、該プログラム・インスト
ラクションは、
　　前記パーソナル・コンピューティング・クラウドに関連するサーバからメッセージを
受信するステップであり、該メッセージは、前記パーソナル・コンピューティング・クラ
ウドの他のクライアント・デバイスにおいて実行しているアプリケーションのセッション
を該他のクライアント・デバイスから移行させるための情報を含み、
　　前記クライアント装置に前記セッションを、前記メッセージに含まれた情報を使用し
て移行させるためにアプリケーションを起動するステップを含む、記憶媒体；
　を含むクライアント装置。
【請求項９】
　請求項8に記載のクライアント装置であり、メッセージの受信は、前記サーバからメッ
セージを受信することを含み、該メッセージは、前記他のクライアント・デバイスのアプ
リケーションのメタデータ、該他のクライアント・デバイスのアプリケーションによって
サポートされるアクション、該他のクライアント・デバイスのアプリケーションによって
サポートされるデータ・フォーマット、又は特定の状態にある前記クライアント・デバイ
スにおける前記セッションの再開を可能にするための1つ以上のパラメータ値を含む、ク
ライアント装置。
【請求項１０】
　請求項9に記載のクライアント装置であり、アプリケーションの起動は、前記他のクラ
イアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるアクション、又は該他の
クライアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマッ
トをサポートするアプリケーションの起動を含む、クライアント装置。
【請求項１１】
　請求項9に記載のクライアント装置であり、前記プログラム・インストラクションは、
さらに、該プログラム・インストラクションの実行に応答して、前記他のクライアント・
デバイスのアプリケーションによってサポートされるアクション、又は該他のクライアン
ト・デバイスのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマットをサポー
トする前記クライアント装置のアプリケーションを決定するように該クライアント装置を
有効にする、クライアント装置。
【請求項１２】
　請求項9に記載のクライアント装置であり、前記プログラム・インストラクションは、
さらに、前記クライアント装置が、該プログラム・インストラクションの実行に応答して
、該クライアント装置のアプリケーションを前記パーソナル・クラウド・コンピューティ
ング・サーバに登録出来るようにし、該登録は、登録される前記アプリケーションのメタ
データ、登録される該アプリケーションによってサポートされるアクション、又は登録さ
れる該アプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマットの登録を含む、ク
ライアント装置。
【請求項１３】
　前記プログラム・インストラクションは、前記クライアント装置が、該プログラム・イ
ンストラクションの実行に応答して、前記クライアント装置を前記パーソナル・クラウド
・コンピューティング・サーバに登録出来るようにする、請求項9に記載のクライアント
装置。
【請求項１４】
　請求項9に記載のクライアント装置であり、前記プログラム・インストラクションは、
前記クライアント装置が、該プログラム・インストラクションの実行に応答して、
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　前記パーソナル・クラウド・コンピューティング・サーバから、前記パーソナル・コン
ピューティング・クラウドの他のクライアント・デバイスのアプリケーションの状態を受
け取り；且つ
　該状態を表示する；
　ことが出来るようにする、クライアント装置。
【請求項１５】
　前記クライアント装置は、携帯型パーソナル・デバイス、肯定型コンピュータ・デバイ
ス、又はデジタル・ホーム・デバイスのうち選択された1つを含む、請求項9に記載のクラ
イアント装置。
【請求項１６】
　パーソナル・クラウド・コンピューティングに対する製造品であり、
　非一過性の有形的なコンピュータで読み取り可能な記憶媒体；及び
　該記憶媒体に記憶されたプログラム・インストラクションであり、装置による該インス
トラクションの実行に応答して、パーソナル・コンピューティング・クラウドのサーバの
操作を実施するように前記装置を有効にするために該装置をプログラムするように構成さ
れた、プログラム・インストラクション；であり、該プログラム・インストラクションは
、
　　前記パーソナル・コンピューティング・クラウドのクライアント・デバイスからメッ
セージを受信し、該クライアント・デバイスにおいて実行しているアプリケーションのセ
ッションを該クライアント・デバイスから移行させるステップ；及び
　　前記パーソナル・コンピューティング・クラウドの他のクライアント・デバイスにメ
ッセージを送信するステップであり、該パーソナル・コンピューティング・クラウドは、
該他のクライアント・デバイスにおけるアプリケーションを起動し、該他のクライアント
・デバイスへセッションを移行させるように備えられ、前記メッセージは、前記の移行に
関する情報を含む、
　製造品。
【請求項１７】
　請求項16に記載の製造品であり、メッセージを送信するステップは、前記クライアント
・デバイスのアプリケーションのメタデータ、該クライアント・デバイスのアプリケーシ
ョンによってサポートされるアクション、該クライアント・デバイスのアプリケーション
によってサポートされるデータ・フォーマット、該クライアント・デバイスのアプリケー
ションによって使用されるリソースを識別するロケータ、又は特定の状態にある前記他の
クライアント・デバイスにおけるセッションの再開を可能にするための1つ以上のパラメ
ータ値を含むメッセージを送信するステップを含む、製造品。
【請求項１８】
　前記操作は、前記クライアント・デバイスを決定するステップをさらに含む、請求項16
に記載の製造品。
【請求項１９】
　前記操作は、前記クライアント・デバイスのアプリケーションを登録するステップをさ
らに含み、該登録するステップは、登録される前記アプリケーションのメタデータ、登録
される該アプリケーションによってサポートされるアクション、又は登録される該アプリ
ケーションによってサポートされるデータ・フォーマットを含む、請求項16に記載の製造
品。
【請求項２０】
　前記操作は、前記クライアント・デバイスを登録するステップをさらに含む、請求項16
に記載の製造品。
【請求項２１】
　パーソナル・クラウド・コンピューティングに対するサーバであり、
　該サーバをネットワークに結合させるように構成されたネットワーク・インターフェー
ス；
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　該ネットワーク・インターフェースに結合され、インストラクションを実行するように
構成されたプロセッサ；
　該プロセッサに結合された記憶媒体であり、該サーバが、前記サーバによる前記インス
トラクションの実行に応答して、パーソナル・コンピューティング・クラウドにおいて、
　　該パーソナル・コンピューティング・クラウドのクライアント・デバイスからリクエ
ストを受信し、該クライアント・デバイスにおいて実行しているアプリケーションのセッ
ションを該クライアント・デバイスから移行させ；且つ
　　パーソナル・コンピューティング・クラウドの他のクライアント・デバイスにおいて
アプリケーションを起動し、該他のクライアント・デバイスへ前記セッションを移行させ
るように備えられた該パーソナル・コンピューティングクラウドの該他のクライアント・
デバイスに該移行に関する情報を含むメッセージを送信する、ことが出来るようにするた
めに、該サーバをプログラムするように構成されたプログラム・インストラクションを記
憶している、記憶媒体；
　を含む、サーバ。
【請求項２２】
　請求項21に記載のサーバであり、メッセージの受信は、前記クライアント・デバイスの
アプリケーションのメタデータ、該クライアント・デバイスのアプリケーションによって
サポートされるアクション、該クライアント・デバイスのアプリケーションによってサポ
ートされるデータ・フォーマット、該クライアント・デバイスのアプリケーションによっ
て使用されるリソースを識別するロケータ、又は特定の状態にある前記他のクライアント
・デバイスにおいて前記セッションの再開を可能にするための1つ以上のパラメータ値を
含む、サーバ。
【請求項２３】
　前記プログラム・インストラクションは、前記装置が、前記クライアント・デバイスを
決定することが出来るようにする、請求項21に記載のサーバ。
【請求項２４】
　請求項21に記載のサーバであり、前記プログラム・インストラクションは、前記クライ
アント・デバイスのアプリケーションを前記装置が登録することが出来るようにし、該登
録は、登録される前記アプリケーションのメタデータ、登録される該アプリケーションに
よってサポートされるアクション、又は登録される該アプリケーションによってサポート
されるデータ・フォーマットを含む、サーバ。
【請求項２５】
　前記プログラム・インストラクションは、前記装置が前記クライアント・デバイスを登
録することが出来るようにする、請求項21に記載のサーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、データ処理に関し、特に、セッション移行を用いるパーソナル・クラウド
・コンピューティングに関連する方法、装置及び生産品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本文献で示されていない場合は、このセクションに記載される題材は、本出願における
請求項に対する従来技術ではなく、このセクションに含むことによって従来技術であると
は認められない。
【０００３】
　今日のデジタルの相互接続環境において、ほとんどのユーザは、いくつかのコンピュー
タ、通信及び／又はエンターテインメント・デバイスを所持している。これらのデバイス
は、ほぼ全ての場合、現在の技術における個別の構成要素として作動する。なぜならば、
異なるデバイスを一緒に途切れなく機能させることはしばしば困難であり、又は技術知識
及び／又はスキルを必要とするからである。一般的に、ユーザが実施している又は様々な
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デバイスと一緒に実施しているどのアクティビティに対しても、連続的な体験が不足する
。
【０００４】
　例えば、多くのユーザは、オンライン・ミュージックストアで構成された及び／又は関
連する各自の再生リストを使用してノート型パソコンによって音楽を聴く。多くの場合、
ユーザは、車に搭載のインフォテインメント・デバイスもインターネットが使用可能なメ
ディア・プレーやと共に所有する。しかし、今日の技術では、それらのユーザは、一般的
に、彼らのオフィス／家から車内へ又はその逆へ移動するときに、連続的な体験を楽しむ
ことが可能ではない。同様に、多くのユーザは、しばしば、彼らのデスクトップから彼ら
のスマートフォンに又はその逆にインターネット閲覧を切り替えることを望む。この場合
も、今日の技術では、ユーザは不連続的な体験をする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本開示の実施形態は、付属の図表において示される模範的な実施形態によって提示され
、限定によっては提示されない。付属の図表において、参照符号は、類似の要素を示す。
【０００６】
　パーソナル・クラウド・コンピューティング（PCC）に関連する方法及びシステムの実
施形態が、本文献において開示される。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態において、方法は、PCCクライアント・デバイス（以下、クライアント・デバ
イスと単純に示す）によってPCCサーバ（以下、サーバと単純に示す）からメッセージを
受け取る段階を含む。そのメッセージは、他のクライアント・デバイスにおいて実行して
いるアプリケーションのセッションを、そのクライアント・デバイスから移行させる段階
に関する情報を含んでよい。応答においてアプリケーションが、そのクライアント・デバ
イスによって起動され、そのメッセージに含まれた情報を使用してそのクライアント・デ
バイスにそのセッションを移動してよい。
【０００８】
　様々な実施形態において、メッセージを受け取る段階は、そのサーバからメッセージを
クライアント・デバイスによって受け取る段階を含んでよく、そのメッセージは、他のク
ライアント・デバイスのアプリケーションのメタデータを含み、他のクライアント・デバ
イスのアプリケーションによってサポートされるアクション、他のクライアント・デバイ
スのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマット、他のクライアント
・デバイスのアプリケーションによって使用されるリソースを識別するロケータ、又は特
定の状態にあるクライアント・デバイスにおけるセッションの続行を可能にする1つ以上
のパラメータを含む。様々な実施形態において、アプリケーションを起動する段階は、他
のクライアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるアクション又は他
のクライアント・デバイスのアプリケーションによってサポートされるデータ・フォーマ
ットをサポートするアプリケーションをそのクライアント・デバイスによって起動する段
階を含んでよい。
【０００９】
　様々な実施形態において、その方法は、他のクライアント・デバイスのアプリケーショ
ンによってサポートされるアクション、又は他のクライアント・デバイスのアプリケーシ
ョンによってサポートされるデータ・フォーマットをサポートするそのクライアント・デ
バイスにおけるアプリケーションを、そのクライアント・デバイスによって決定する段階
をさらに含んでよい。様々な実施形態において、その方法は、そのクライアント・デバイ
スによって、登録されているアプリケーションのメタデータ、登録されているアプリケー
ションによってサポートされるアクション、又は登録されているアプリケーションによっ
てサポートされるデータ・フォーマットをそのサーバに登録する段階をさらに含んでよい
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。様々な実施形態において、その方法は、そのクライアント・デバイスによって、そのク
ライアント・デバイスを、そのサーバに登録する段階をさらに含んでよい。様々な実施形
態において、その方法は、そのクライアント・デバイスによって、パーソナル・クラウド
・コンピューティングの他のクライアント・デバイスのアプリケーションの状態を受け取
り；そのクライアント・デバイスによって、それらの状態を表示する段階をさらに含んで
もよい。
【００１０】
　様々な実施形態において、ネットワーク・インターフェース、プロセッサ及び記録媒体
を持つクライアント・デバイスは、プログラム・インストラクションを備えてよく、その
インストラクションは、そのクライアント・デバイスが上記に記載の方法を、そのインス
トラクションをそのクライアント・デバイスが実行することに応答して実施するように構
成されている。
【００１１】
　様々な実施形態において、サーバは、クライアント・デバイスからのリクエストを受け
取り、そのクライアント・デバイスにおいて実行しているアプリケーションのセッション
をそのクライアント・デバイスから移行させるように構成されていてよく；それに応答し
て、アプリケーションを起動するように備えられた他のクライアント・デバイスに、その
セッションを他のクライアント・デバイスへ移行させるようにメッセージを送信するよう
に構成されていてよい。そのメッセージは、その移行に関する情報を含んでよい。
【００１２】
　様々な実施形態において、記録媒体を持つ製造品は、そこに記憶されたプログラム・イ
ンストラクションを含んでよく、そのプログラム・インストラクションは、サーバが上記
に記載されたサーバ方法を、そのプログラム・インストラクションの実行に応答して実施
するようにそのサーバをプログラムするように構成されている。
【００１３】
　事例的な実施形態の様々な態様は、当業者が作業の内容を他の当業者へと伝えるように
、その当業者によって一般的に使用される用語を使用して記載される。しかし、代替の実
施形態が、記載される態様のいくつかだけで実施されてよいことは、当業者にとって明ら
かになるであろう。説明の目的で、特定の数字、材料及び構成が、事例的実施形態を深く
理解出来るように明記される。しかし、代替の実施形態が、特定の詳細なしで実施されて
よいことは、当業者に明らかになるであろう。他の場合において、良く知られた特性は、
事例的実施形態を不明確にしないように省略又は簡略化される。
【００１４】
　さらに、様々な操作が、代わりに、事例的実施形態を理解する上で最も役立つ方法で、
複数の離散的な操作として記載されるが；その記載の順序は、それらの操作が必ずしも順
序に依存することを暗示していると解釈するべきではない。特に、それらの操作は、提示
の順序において実施される必要は無い。
【００１５】
　「1つの実施形態において」という表現は繰り返して使用される。その表現は、一般的
に、同じ実施形態を呼ばない；しかし、そうであってもよい。「含む」及び「有する」と
いう用語は、その内容が影響しない場合は、同義的である。「A／B」という表現は、「A
又はB」を意味する。「A及び／又はB」という表現は、「（A）、（B）、又は（A及びB）
」を意味する。「少なくともA、B及びC」は、「（A）、（B）、（C）、（A及びB）、（A
及びC）（B及びC）又は（A、B及びC）」を意味する。「（A）B」という表現は、「（B）
又は（AB）」を意味し、Aは任意的である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】セッション・移行を持つパーソナル・クラウド・コンピューティングの概要を示
す図である。
【図２】図1のパーソナル・クラウド・コンピュータ・クライアント・デバイスの1つを示
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す図である。
【図３】図1のパーソナル・クラウド・コンピュータ・サーバをさらに詳しく示す図であ
る。
【図４】図1のパーソナル・クラウド・コンピュータ・データベースをさらに詳しく示す
図である。
【図５】様々なパーソナル・クラウド・コンピュータ・プロセスを示す図である。
【図６】一例のパーソナル・クラウド・コンピュータ・ディスプレイを示す図である。
【図７】一例のセッション・移行を示す図である。
【図８】様々なクライアント・デバイス及び／又はサーバのパーソナル・クラウド・コン
ピュータの態様を実施するために使用するのに適した一例のコンピュータ・システムを示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　上記の図の全ては、本開示の実施形態に従って示されている。
【実施例】
【００１８】
　図1は、本開示の実施形態に従って、セッション・移行を用いるパーソナル・クラウド
・コンピューティングの概要を示す。示されるように、パーソナル・クラウド・コンピュ
ーティング（PCC）環境100は、PCCサーバ（以下、単純にサーバと示す）に、ネットワー
ク・ファブリック120によって結合された多数のPCCクライアント・デバイス（以下、単純
にクライアント・デバイスと示す）102を含む。クライアント・デバイス102は、1つ以上
の携帯型パーソナル・デバイス104、固定されたコンピュータ・デバイス106及び／又はデ
ジタル・ホーム・デバイス108を含んでよい。サーバ110は、セッション・移行を用いるPC
Cサービス（以下、単純にサービスと示す）112及びPCCデータベース（以下、単純にデー
タベースと示す）114を含んでよい。
【００１９】
　クライアント・デバイス102は、本開示の教示を除いては、従来技術において知られて
いるデバイスの幅広い範囲を表わすことを目的とする。携帯型パーソナル・デバイス104
の例は、スマートフォン（携帯電話の機能が改善し続けることから、時折、単純に携帯電
話としても呼ばれる）、携帯型インターネット・デバイス、パーソナル・デジタル・アシ
スタント、携帯型メディア・プレーヤー、ノート型パソコン、卓上型コンピュータ、電子
ブックリーダー、携帯型ゲームプレーヤー、デジタルカメラなどを含むが、それらに限定
されない。固定型コンピュータ・デバイス106は、様々なデスクトップ・コンピュータ及
び車内インフォテインメント・デバイスを含んでよいが、それらに限定されない。デジタ
ル・ホーム・デバイス108は、デジタル通信が可能なテレビ、デジタル・ビデオ・レコー
ダー及び他のデジタル・ホーム機器を含んでよいが、それらに限定されない。
【００２０】
　サーバ110は、本開示の教示を除いては、従来技術において知られているデバイスの幅
広い範囲を表わすことを目的とする。サーバ110は、単一のサーバ又は直接的結合、ロー
カルエリア・ネットワーク及び／又はワイドエリア・ネットワークによって局所的及び／
又は遠隔で結合されたサーバのクラスターであってよい。
【００２１】
　ネットワーク・ファブリック120は、従来技術で知られているプライベート及び／又は
パブリックのローカル及び／又はワイド（wide）エリア・ネットワークの幅広い範囲を表
わす。それらのネットワークは、有線又は無線であってよい。そのネットワーク・ファブ
リックの一部分又は全体は、ローカルエリア・ネットワーク及び／又はワイドエリア・ネ
ットワークであってよい。
【００２２】
　以下において、図2‐8に関して本開示の教示によってさらに詳しく記載されるように、
1つのクライアント・デバイス102におけるアプリケーション・セッションは、他のクライ
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アント・デバイス102に途切れなく移動させてよい。結果として、クライアント・デバイ
ス102のユーザは、連続的体験を楽しむ。そうでない場合は、それは現在の技術では可能
でない。図7は、デジタル・ホーム・デバイス（テレビ）652からノート型パソコン654へ
のビデオ・セッションの移行の一例を示す。
【００２３】
　図2を参照すると、図1のクライアント・デバイス102が、本開示の様々な実施形態に従
って、さらに詳しく示される。示されるように、事例的実施形態に関して、クライアント
・デバイス102は、動作可能なように互いに結合された、1つ以上のアプリケーション202
、パーソナル・クラウド・コンピューティング・クライアント（以下、単純にクライアン
トと示す）204、及び様々なシステム（通信）サービス206を含んでよい。アプリケーショ
ン202は、本開示の教示を除いては、従来技術において知られているデバイスの幅広い範
囲を表わすことを目的とする。アプリケーション202の例は、ビデオ、オーディオ、イン
ターネット閲覧及び／又はゲームプレイ・アプリケーションを含んでよいが、それらに限
定されない。それらの主な機能、つまり、ビデオ・レンダリング、オーディオ・レンダリ
ング、ゲームプレイなどに加えて、アプリケーション202は、クライアント204にそれらを
登録するようにさらに構成されていてよい。特に、アプリケーション202は、それらのサ
ポートされたメタデータ、アクション及び／又はデータ／ファイル・フォーマットを登録
するようにさらに構成されていてよい。
【００２４】
　例えば、ビデオ・アプリケーションは、そのメタデータ、それが「再生」、「一時停止
」、「停止」及び「検索」などのアクションをサポートするという事実、ogv（Xiph.Org
財団法人によって推奨される）、avi（マイクロソフト社によって導入されたAudio　Vide
o　Interleaved）、mpg（Moving　Picture　Experts　Groupによって推奨される）、及び
／又はwmv（マイクロソフト社によって開発されたWindow　Media　Video）のビデオ・デ
ータ／ファイル・フォーマットを登録してよく、あるいは、オーディオ・アプリケーショ
ンは、そのメタデータ、それが類似のアクションをサポートするという事実、及びogg（X
iph.Org財団法人によって推奨される）、mps（Moving　Picture　Experts　Groupによっ
て推奨される）、wma（マイクロソフト社によって開発されたWindow　Media　Audio）、a
cc（国際標準化機構によって標準化されたAdvanced　Audio　Coding）、及び／又はwav（
マイクロソフト社によって開発されたWaveform　Audio　File　Format）のオーディオ・
データ／ファイル・フォーマットも登録してよい。同様に、マルチメディア・プレーヤー
が、そのメタデータ、「開く」、「ブックマークする」のアクションをそれがサポートす
るという事実、及びm3u（Nullsoftによって開発された）、asx（マイクロソフト社による
Advanced　Stream　Redirector）、xspf（Xiph.Org財団法人によって後援されるXMF　Sha
rable　Playlist　Format）、wpl（マイクロソフト社によって開発されたWindow　Media
　Player　Playlist）、及び／又はpls（Playlistフォーマット）のデータ／ファイル・
フォーマットを登録してよい一方、e-bookアプリケーションは、そのメタデータ、txt（T
ext　File　Format）、azw（Kindle　eBook　File　Format）、opf（Open　Packaging　F
ile　Format）、tr3（TomeRaider　eBook　File　Format）、xml（W3Cによって生成され
たExtensible　Markup　Language）、chm（HTMLファイル・フォーマットで編集された）
、又はpdf（Adobe　SystemsによるPrtable　Document　Format）のデータ／ファイル・フ
ォーマットを含んでもよい。
【００２５】
　様々な実施形態において、クライアント204は、クライアント・デバイス及びそのアプ
リケーション202をサーバ110のサービス112に登録するように構成されてよく、それは、
そのアプリケーションのメタデータ、アクション及び／又はサポートされるデータ／ファ
イル・フォーマットを含む。さらに、クライアント204は、サービス112のアプリケーショ
ン202の状態を記録し、他のクライアント・デバイス102における他のアプリケーション20
2の状態を受け取り、それ自身及び他のアプリケーション202の状態を表示するように構成
されていてよい。様々な実施形態において、クライアント204は、Extensible　Messaging
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及びPresence　Protocol（XMPP）に精通しているように構成される。システム（通信）サ
ービス206は、様々な従来型のシステム、特に、アプリケーション202及びクライアント20
4に対する通信サービスを提供するように構成されてよい。サービス206は、リソース（プ
ロセッサ、メモリ及びストレージなど）の割り当て、及び／又はサーバ110などの外部の
デバイスとのネットワーク通信を含んでよい。
【００２６】
　ここで図3を参照すると、図1のサーバ110が、本開示の様々な実施形態に従ってさらに
詳しく説明されている。示されるように、例示の実施形態において、サーバ110は、動作
可能なように互いに結合されたサービス112及びシステム（通信）サービス306を含んでよ
い。サービス112は、登録及び状態サービス302及びセッション・移行・サービス304を含
んでよい。様々な実施形態において、登録及び状態サービス302は、クライアント・デバ
イス102のクライアント204と協働して、関連するアプリケーション202を登録するように
構成されてよい。さらに、登録及び状態サービス302は、様々なクライアント204と協働し
て、選択された又は全てのアプリケーション202の状態をその様々なクライアント204がそ
れぞれ認識し、それぞれ表示することが可能であることを有効にするように構成されてよ
い。セッション移行サービス304は、1つのクライアント・デバイス102から他のクライア
ント・デバイス102までのアプリケーション・セッションの途切れのない移行を可能にす
るように構成されてよい。システム（通信）サービス206に似たシステム（通信）サービ
ス306は、様々な従来型のシステム・サービス、特に、登録及び状態サービス302及びセッ
ション移行サービス304のための通信サービスを提供するように構成されてよい。サービ
ス306は、リソース（プロセッサ、メモリ及びストレージなど）の割り当て、及び／又は
クライアント・デバイス102などの外部デバイスとのネットワーク通信を含んでよい。様
々な実施形態において、登録及び状態サービス302及びセッション・移行・サービス304の
両方は、Extensible　Messaging　and　Presence　Protocol（XMPP）をサポートするよう
に構成されている。
【００２７】
　ここで図4を参照すると、図1のデータベース114が、本開示の様々な実施形態に従って
、さらに詳しく説明されている。示されるように、事例的実施形態に対し、データベース
114は、例えば、登録されたクライアント・デバイス102の識別、それらのアプリケーショ
ン202及びアプリケーション202の関連情報を記憶するための表などの様々なデータ構造（
非表示）を含んでよい。様々な実施形態において、そのデータ構造は、登録された各クラ
イアント・デバイス102の識別402及び状態404を記憶するように構成されていてよい。さ
らに、登録された各クライアント・デバイス102に対し、登録された各アプリケーション2
02の識別406が記憶されてよい。さらに、登録された各アプリケーションに対し、メタデ
ータ408、サポートされたアクション410及びサポートされたデータ／ファイル・フォーマ
ット412もまた記憶されてよい。
【００２８】
　ここで図5を参照すると、様々なPCCプロセスが、本開示の様々な実施形態に従って、説
明されている。示されるように、それらのプロセスは、クライアント・デバイス102のク
ライアント204がサービス112、502にそのクライアント・デバイス102を登録又は登録の取
り消しをするプロセスを含んでよい。それに応答して、サービス112の登録及び状態サー
ビス302が、それに応じてクライアント・デバイス102を登録又は登録取り消し504をして
よい。
【００２９】
　さらに、それらのプロセスは、クライアント・デバイス102のアプリケーション202が、
それ自身を、クライアント・デバイス102、512のクライアント204に登録又は登録取り消
しをしてよいプロセスを含んでよい。それに応答して、クライアント・デバイス102のク
ライアント204は、そのアプリケーションの識別、及び関連情報を記憶又は破棄してよく
、そのアプリケーション及び関連情報をサービス112、514に登録するか又は登録の取り消
しをしてよい。同様に、それに応答して、サービス112の登録及び状態サービス302は、従
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って、クライアント・デバイス102のアプリケーション202を登録するか又は登録の取り消
し516をしてよい。
【００３０】
　ひき続き図5を参照すると、それらのプロセスは、クライアント・デバイス102のアプリ
ケーション202又はそのクライアント・デバイス102それ自体の状態変化（例えば、オンラ
イン、アイドリングなど）に関して、クライアント・デバイス102のクライアント204はそ
の状態変化を、登録及び状態サービス302、522に報告する。それに応答して、登録及び状
態サービス302は、その新しい状態情報を他のクライアント・デバイス102に送信し、それ
が維持する状態を更新524してよい。それ自体のアプリケーション202又は他のクライアン
ト・デバイス102のアプリケーション202のうち1つの新しい状態を受信すると、クライア
ント204は、様々なクライアント・デバイス102、526のローカルな状態表示を更新してよ
い。
【００３１】
　状態表示の一例が図6に示されている。それに応じて、本開示のクライアント・デバイ
ス102のユーザは、彼／彼女のセッション移行を用いるパーソナル・コンピューティング
・クラウド内の全てのクライアント・デバイス102の状態を認識することが可能であって
よい。
【００３２】
　図5を再び参照すると、それらのプロセスは、クライアント・デバイス102（例えば、ク
ライアント・デバイスA）のクライアント204が、他のクライアント・デバイス（例えば、
クライアント・デバイスB）102、532にそれのアプリケーションの1つのセッションを移行
させるようにセッション移行サービス304をリクエストするプロセスを含んでよい。様々
な実施形態において、クライアント204は、ユーザがそのようなリクエストをすることを
可能にする機能を提供してよい。それらの実施形態に対し、クライアント204は、ユーザ
・リクエストの受信に応答してそのリクエストを開始してよい。他の実施形態において、
アプリケーション202は、ユーザがそのようなリクエストをすることを可能にする機能を
提供してよい。それらの実施形態に対し、クライアント204は、アプリケーション202を通
してそのユーザ・リクエストの受信に応答して、そのリクエストを開始してよい。いずれ
の場合においても、そのセッション・移行・リクエストは、メッセージの形でサービス11
に送信されてよい。そのメッセージは、そのアプリケーションのメタデータ、サポートさ
れたアクション及びそのアプリケーソンのデータ／ファイル・フォーマットを含んでよい
。さらに、そのメッセージは、ロケータ（例えば、アプリケーション・セッションによっ
て使用されたデータの位置を識別するUniform　Resource　Locator及び／又は特定の状態
におけるセッションを再起動するようにそのセッションの後継アプリケーションに対する
パラメータ値）を含んでよい。
【００３３】
　様々な実施形態において、クライアント・デバイスB　102は、例えば、そのアプリケー
ションのメタデータ、サポートされるアクション及びデータ／ファイル・フォーマットな
どのそのメッセージにおいて提供される情報に基づいて、セッション移行サービス304に
よって決定／選択してよい。他の実施形態において、クライアント・デバイスB　102の仕
様は、セッション・移行・サービス304に提供されてよい。ターゲットのクライアント・
デバイスB　102の受信又は決定において、セッション・移行・サービス304は、クライア
ント・デバイスB　102のクライアント204に、そのアプリケーションのメタデータ、どの
セッションが移動しているか、そのアプリケーションがサポートするアクション及び／又
は、データ／ファイル・フォーマットを伝えてよい。様々な実施形態において、セッショ
ン・移行・サービス304は、さらに、クライアント・デバイスB　102のクライアント202に
、そのセッションに関連するリソースの位置、及び特定の状態にあるセッションを再開す
るためのパラメータ値をさらに伝えてよい。
【００３４】
　様々な実施形態において、移行情報（メタデータ、その他）を受信すると、クライアン
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ト・デバイス102のクライアント204は、そのクライアント・デバイス102のどの登録され
たアプリケーション202が、そのセッションに対して適切な後継アプリケーションである
かを決定536する。様々な実施形態において、複数のアプリケーション202が利用可能であ
る場合、クライアント204は、ユーザが選択するように、適格なアプリケーションのメニ
ューを提供してよい（非表示）。いずれにしても、その後継アプリケーションの決定又は
選択において、既に起動されていない場合は、クライアント204は、その後継アプリケー
ションを起動し、実行をその後継アプリケーションに移して538よい。それによって、1つ
のパーソナル・コンピューティング・クラウドのクライアント・デバイスからそのパーソ
ナル・コンピューティング・クラウドの他のクライアント・デバイスへのセッションの途
切れない移行が可能になる。
【００３５】
　図8は、本開示の様々な実施形態のクライアント・デバイス及び／又はサーバ態様を実
施するための仕様に適切なコンピュータ・システムの一例を示す。示されるようにコンピ
ュータ・システム700は、多数のプロセッサ及びプロセッサ・コア702及びシステム・メモ
リ704を含む。請求項も含んだ本出願の目的において、「プロセッサ」及び「プロセッサ
・コア」という用語は、別の面でその内容が明らかに必要としていない場合は、同義的で
あると見なしてよい。さらに、コンピュータ・システム700は、大容量記憶デバイス706（
ディスケット、ハードドライブ、コンパクト・ディスク読み取り専用メモリ（CDROM）な
ど）、入力／出力デバイス708（ディスプレイ、キーボード、カーソル・コントロールな
ど）及び通信インターフェース（ネットワーク・インターフェース・カード、モデムなど
）を含む。それらの要素は、1つ以上のバス・ブリッジ（非表示）を表わすシステム・バ
ス712によって互いに結合されている。
【００３６】
　これらの要素の各々は、従来技術において知られている従来型のそれの機能を実施する
。特に、システム・メモリ704及び大容量記憶装置706は、クライアント204、登録及び状
態サービス302又はセッション移行サービス304など、ここで集合的に722として示される
様々な構成要素を実装するプログラム・インストラクションの作業コピー及び永久コピー
を保存するために使用してよい。その様々な構成要素は、プロセッサ702によってサポー
トされるアセンブラ・インストラクション又は例えば、そのようなインストラクションに
編集され得るCなどの高級言語によって実装してよい。
【００３７】
　そのプログラム・インストラクションの永久コピーは、工場又は現場における永久スト
レージ706の中に、例えば、コンパクト・ディスク（CD）などの配布媒体（非表示）を通
して、又は通信インターフェース710（配布サーバ（非表示）から）を通して配置してよ
い。つまり、エージェント・プログラムの実装を有する1つ以上の配布媒体は、そのエー
ジェントを配布し、様々なコンピュータ・デバイスをプログラムするのに使用してよい。
【００３８】
　これらの要素702‐712の構成は知られていることから、さらに記載されない。
【００３９】
　特定の実施形態が、本文献において示され記載されてきているが、多種多様の代替及び
／又は等しい実装が、示され記載された特定の実施形態を、本発明の実施形態の範囲から
離れずに置き換えられてもよい。本出願は、ここで考察される実施形態の如何なる適合又
は変化形も含むことを目的とする。従って、本発明の実施形態は、請求項及びそれらの均
等物のみによって限定することを明らかに目的とする。
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【要約の続き】
クライアント・デバイスにおいてアプリケーションを起動するように備えられ、そのメッセージは、その移行に関す
る情報を含んでよい。他の実施形態も開示され、請求項において請求される。
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